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勤労青少年ホームについて 

１ 今後のあり方 

 門司、若松、八幡西勤労青少年ホームは、利用者が新たな活動場所（代替施設）へ円滑に移行で

きるように、おおむね２年間の移行期間を設けたうえで、平成３１年度末を目標に廃止する。

【廃止の理由】 

・ 平成２７年１０月の法改正（勤労青少年の福祉の増進を図る目的から、青少年の雇用の促進等

を図る目的に改正）により、設置根拠規定が廃止されたこと

・ 勤労青少年の利用者が少ないこと 

・ 利用形態を工夫することにより、近隣の市民センターや体育館など、他の公共施設で利用の振

替えが可能であること 

・ 利用団体を対象とした説明会では、廃止反対の意見が多かったものの、一方で、廃止するので

あれば、事前に時期を明確にしてほしいとの意見もあったこと 

 などから、公共施設マネジメント実行計画の基本方針を踏まえ、総合的に判断した結果、平成３１

年度末を目標に廃止することとしたもの。 

２ 方針決定に至る背景 

（１）勤労青少年ホームを取り巻く環境の変化 

〇 各政令市における廃止、廃止に向けた検討の状況

〇 子どもや若者の相談機関や若者の就業支援機関が整備されたこと

〇 青少年の意識・価値観の多様化

〇 青少年人口の減少

（２）本市における取組み及び検討状況 

○ 街路事業（大門木町線の拡幅）に伴い、小倉勤労青少年ホーム（築３７年）廃止（平成１２年

度末）

○ 施設の老朽化に伴い、八幡東勤労青少年ホーム（築４４年）廃止（平成１７年度末）

○ 北九州市行財政改革大綱（平成２６年２月）などに基づき、そのあり方や廃止を検討

○ 北九州市公共施設マネジメント実行計画（平成２８年２月）に基づき、廃止を検討

〇 利用団体を対象に、説明会（平成２８年１０月、平成２９年５月）を開催（延べ１２回）



３ 利用者への対応 

会議室等や体育室の利用者については、他の公共施設等での利用の振替えができるように、代替

施設の情報を提供し、講座の受講生については、代替講座等の情報を提供するなど、引き続き丁寧

に新たな活動への円滑な移行を支援する。

また、市民センターや体育館などの公共施設の利用時間区分の見直し、生涯学習センターや勤労

婦人センターへの総合利用申請システムのモデル導入などを検討し、利用者の利便性の向上を図る。

４ 廃止後の資産の活用 

 ○ 門司、若松勤労青少年ホームについては、公共施設マネジメント実行計画を踏まえ、建物を解

体し、跡地は民間売却を基本として積極的に利活用を図り、まちの活性化や魅力あるまちづくり

に取り組む。

 ○ 八幡西勤労青少年ホームについては、平成３２年度から八幡西生涯学習総合センター折尾分館

として活用する。

   ※折尾分館として活用するために、八幡西勤労青少年ホームとして管理運営しながら、平成 

３１年度に改修予定

   ※改修内容は、料理室等を会議室へ転用

その他の改修内容については、引き続き検討

   ※改修にあたっては、利用者に配慮し、できる限り開館しながら改修する方法を検討



北九州市公共施設マネジメント実行計画（平成２８年２月策定・抜粋） 

・市民活動拠点施設のマネジメント計画 

市民活動拠点施設については、特定目的について見直しを図り、誰もが利用しやすい

施設となるよう調整を進め、出来るだけ早期に地域毎に１箇所に集約していきます。 

なお、廃止によって生じた跡地は、民間売却を基本として有効活用を図ります。 

ア 門司地域 

 対象施設  

門司生涯学習センター、東部勤労婦人センター(レディスもじ)、門司勤労青少年ホーム 

門司区の３施設は、モデルプロジェクトで計画している門司港地域の複合公共施設

を地域拠点施設とし、これを中心として機能集約を図ります。 

門司勤労青少年ホームは、門司生涯学習センターや門司体育館等に利用を振り替え

るなど、今後２年以内を目途に必要な調整を行い、その後廃止を検討します。 

門司生涯学習センターは門司港地域の複合公共施設の整備により廃止します。廃止

後については、ＵＲ都市機構の集合住宅との合築となっていることから、民間売却を

含め、生活利便施設の誘致などについて検討していきます。 

東部勤労婦人センターは、誰もが利用しやすい施設として見直しを図り、当分の間、

存続しますが、その後、大里地域の複合公共施設の整備により体育室などの機能を移

転し、集約します。 

エ 若松地域 

 対象施設  

若松生涯学習センター、若松勤労青少年ホーム 

若松生涯学習センターは、地域拠点施設として位置付け、長寿命化を図り、存続し

ます。 

若松勤労青少年ホームは、若松生涯学習センターや若松体育館等に利用を振り替え

るなど、今後２年以内を目途に必要な調整を行い、その後廃止を検討します。 

カ 八幡西地域（黒崎地域、折尾地域） 

 対象施設  

八幡西生涯学習総合センター、折尾分館、八幡西勤労青少年ホーム 

八幡西生涯学習総合センターは、黒崎地域の地域拠点施設として位置づけて、存続

します。 

八幡西勤労青少年ホームは、今後２年以内を目途に必要な調整を行い、その後廃止

を検討します。 

なお、八幡西勤労青少年ホームの建物は、折尾地域の地域拠点施設として活用する

ことを検討し、利用調整等を行った上で、折尾地区総合整備事業により移転の対象と

なっている八幡西生涯学習総合センター折尾分館の機能の集約を図ります。 

その後、建物の耐用年限が到来する時期までに、折尾地域の拠点施設のあり方につ

いて、検討していきます。 
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勤労青少年ホーム（位置図）

門司勤労青少年ホーム

（プラザ門司）

所在地：門司区清滝三丁目２－３

築年数：４２年

八幡西勤労青少年ホーム

（フレッシュプラザ）

所在地：八幡西区南鷹見６－１

築年数：３４年

若松勤労青少年ホーム

（ヤングプラザ）

所在地：若松区浜町二丁目10－17

築年数：４３年
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勤労青少年ホームの概要 

１ 施設の概要 

○設置目的  勤労青少年の福祉に関する事業を総合的に行うことにより、勤労青少年の福祉の

増進を図る。

○建物状況 

勤労青少年ホーム
門司

（プラザ門司）

若松

（ヤングプラザ）

八幡西

（フレッシュプラザ）

建築年月 昭和５０年９月 昭和４９年６月 昭和５８年６月

築年数 ４２年 ４３年 ３４年

住 所 清滝三丁目２－３ 浜町二丁目１０－１７ 南鷹見町６－１

構 造
鉄筋コンクリート

地上２階、地下１階

鉄筋コンクリート

３階

鉄筋コンクリート

２階

延床面積 1,808.99㎡ 1,147.46㎡ 1,097.77㎡ 

駐車場台数 ２０台 ２３台 ２１台 

主な構成
集会室、和室、音楽室、絵画室、料理室、体育室、

テニスコート（八幡西のみ）など

 ○利用時間  １０：００～２１：００

○休 館 日  日曜日、祝日、年末年始

２ 施設の現況 

○延利用人数                                 単位：人

 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 

門 司 22,505 24,425 22,568 23,493 23,654 25,180 

若 松 27,890 28,824 29,549 31,228 30,665 30,015 

八幡西 42,015 44,270 45,405 49,374 42,469 42,700 

合 計 92,410 97,519 97,522 104,095 96,788 97,895 

勤労青少年

割合 
14.5％ 14.1％ 14.2％ 14.2％ 12.2％ 7.8％ 
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説明会の主な意見について 

１ 概 要 

＜平成２８年１０月実施＞ 

団体数
説明会

参加団体数

アンケート

提出団体数

意見聴取

団体数

門 司 ３５ １６ １５ ２０

若 松 ４５ ２３ １８ ２８

八幡西 ８６ ３５ ４６ ５０

合 計 １６６ ７４ ７９ ９８

 ＜平成２９年５月実施＞ 

団体数
説明会

参加団体数

意見聴取

団体数

門 司 ３５ １３ １３

若 松 ４７ ２０ ２０

八幡西 ９８ ２８ ２８

合 計 １８０ ６１ ６１

２ 主な意見 

＜存続に関する意見＞ 

 ・ できる限り利用したい。残してほしい。

・ 勤労青少年ホームの看板をおろしても、市民のための施設として、利用させてほしい。

 ・ 複合公共施設ができるまで利用させてほしい。

 ・ 鏡張りの部屋があり、利用しやすい。

・ 利用料金をあげてでも、存続してほしい。

・ 存続するのか、しないのかはっきりしてほしい。

＜廃止に関する意見＞ 

・ 耐震工事に費用がかかるのであれば、存続は難しいのではないか。

・ 八幡西生涯学習総合センター折尾分館の機能が、２年以内（平成２９年度末）に集約される

のか。

・ 門司港の複合公共施設ができる前に廃止すれば、利用できない空白の期間ができる。

・ 急に利用できなくなると慌てるので、廃止の具体的な時期を教えてほしい。

・ 廃止前提で検討しているのではないか。
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・ 廃止であれば、時期をはっきりしてもらわないと、動きようがない。せめて１年前には言っ

てもらいたい。

・ 廃止するとしても、１年、２年延ばしてくれれば、調整期間も確保できる。

・ 八幡西勤労青少年ホームのどの部屋が残りどの部屋がなくなるのかが重要である。改修時期

を明確にしてほしい。

・ 廃止となれば、議会に陳情する。市長に申し入れするなど、反対運動が考えられる。

・ 勤労青少年ホーム（八幡西）としては廃止となり、形態が変わるので、了承してもらいたい

との説明であれば、納得がいく。

・ 市がはっきりしたことを言わないから、うわさが広がる。早く結論をださないといけない。

＜代替施設に関する意見＞ 

・ 他の施設では夜でも利用できるのか、他の施設に空室状況を聞いてもいいのか。

・ 現在と同程度の料金で利用できる代替施設があればよい。

・ 今までと同じように利用できる代替施設を用意してほしい。代替施設を優先的に利用させて

ほしい。

・ 代替施設の利用となると、費用と距離が問題になるので、やめる人がでるかもしれない。

・ 代替施設の具体的な情報を提供してくれるのか。

・ 代替施設はすでに利用者がいるので、新たに利用することはできないと思う。

・ スポーツ開放で学校の体育館を探してもらうことは可能か。

・ 廃止が決定していないのならば、代替施設を探す気はない。


